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６．まとめ 

 先に示したように、クマは年齢や性別、成長過程によって行動パターンに違いがみられます。また、クマの出没（特に秋の出没の長期

化）には、山のどんぐりなど堅果類の豊凶が関わっているといわれています。このように、クマの特性と自然条件によって、出没には大

きな変動があります（下グラフ参照）。しかし、「前の年は被害（目撃）が少なかったから、今年は対策をしなくて良いだろう」というの

は間違いです。被害（目撃）数は少なくともクマは確実に里に出没しています。対策を行わないままそのクマを野放しにしておけば、里

への依存が強いクマを知らず知らずのうちに作り出してしまうことになります。 

クマ対策の最終目標は、地域にクマを出没させないことです。そのために重要なことは、クマの出没の増減に関係なく的確なクマ対策

を継続して行い、自分たちの地域にクマを入れないという地域の意思をクマに示し続けることです。 

それでは最後に、目標達成のために先に紹介してきたクマ対策を支える基本的な考え方を紹介したいと思います。 
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(ア) 地域ごとにゾーニングを考えよう！ 

 対策が必要な地域において、クマと人との住み分けのための区域分け（ゾーニング）を検討しましょう。ゾーニングは、どの付近で

どのような対策を行うことが適切かを関係者間の共通認識とするための緩やかな区域分け（クマの生息域と人の生活域及びそれらの

間の区域を大まかに整理したものであり、土地の境界を明示し線引きするものではない。）であり、被害事例や出没状況を参考にしな

がら、ゾーンの設定を行うとともに、ゾーンごとに有効と考えられる被害防除手法等を検討し実践します。このゾーニングは従来の

もののように「人の生活エリア」に侵入したクマは「駆除」の選択をするためのものではありません。従来のゾーニングでは、クマ

に何の圧力をかけることもできず、ディフェンスライン（クマを入れないために死守するライン）はますます標高を下げ、市街地侵

入へつながってしまいます。ここで言うゾーニングはあくまでも的確な被害対策を行い、効果的な有害捕獲につなげるための区域分

けです。ディフェンスラインはクマの出没と対策の進行状況に応じて、クマの生息ゾーンへ段階的に押し上げていくことが大切です。

今後のクマ対策には地域ごとのゾーニング計画が重要となります。 

 

※右の模式図は福島県ツキノワ 

グマ保護管理計画の附属資料 

より抜粋 
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【引用文献：「クマ類出没対応マニュアル／環境省自然環境局（2007年３月）」P46～P47】 
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(イ) 被害防止対策は「予防・検証・修正・継続」を基本にしよう！ 

常習的な出没地域では、例年の被害箇所や出没地点がわかっているため、まず、  

予防対策を行いましよう。その後、予防対策の効果検証を行い、対策の効果が発揮 

されていない場合は対策の方法を再検討する必要があります。対策の効果が発揮さ

れている場合は、その対策を継続し、被害の最盛期に備えます。ただし「予防・検

証・修正・継続」のサイクルは季節ごとに定期的に行います。先に説明した通り季

節により出没個体が変わるため、効果的な対策が変わることが考えられます。クマ

対策を成功させるためには、臨機応変な対策の実施が大切です。 

また、毎年出没しない地域でも、出没初期段階で「予防・検証・修正・継続」

のサイクルで被害防止対策を実施するようにしましょう。このサイクルで対策を行

うことで、（ア）で示したゾーニングのディフェンスラインの押し上げが可能とな

ります。 

 

(ウ) 地域振興と被害対策はワンセットで考えよう！ 

 クマ対策は、地域の人にとって見れば「手

間がかかる・費用が余計にかかる」などマイナスの要因にしか見えません。しかし、クマの出

没を防ぎ地域の安心・安全を守ることは防災と同じと考えます。また、地域の畑を守ることは

地域の生業を守ること、地域の景観を守ることになり、それが地域の魅力を守ることにもつな

がります。 

 クマだけでなく野生動物の被害対策を行うことは、もはや地域振興に密接に関わっており、

避けては通れない問題といえます。今後は「地域の魅力を活かして新たな産業を興す」という

段階で、野生動物の被害対策を行うことが当たり前の時代になってくるでしょう。 

 地域の将来を見据えて、地域振興と被害対策をワンセットと捉え、地域の皆さんと共通認識

を持っていくことが必要です。 

 

  

地域振興 被害対策 
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集落環境診断フロー 

    
 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

勉強会の実施

集落環境診断と

地図化

対策の実施

住民が鳥獣被害対策の知識を共有してからスタートすることが大切 

被害地、被害動物の把握 

集落環境診断の実施 

野生動物にとって住みやすい環境となっているところをチェックする。 

・こんな所なら隠れたいし、隠れることができる。（耕作放棄地、竹林、藪化した見通しの悪い林など） 

・本来住んでいるところからの出没ルートを考えてみる。 

・こんなところにエサが（お墓の供え物、生ごみ、未収穫ほ場など） 

・ほ場の状況チェック（被害がある場合、被害の種類と程度を調べる） 

調査結果の地図を見てどんな対策が必要かを考えてみよう。 

（その際、費用と労力はとりあえず考えない） 

「できること」と「できないこと」に分ける。 

できることはすぐに実行する。できないことでも、集落全体で考えたり、行政の手を借りれば実施可能なこともある。 

実際に行う対策に優先順位をつける。できることから役割分担を決めて進めていく。 

対策は集落全体で実施する。その後、動物の被害はどうなったか？対策の効果を検証するデータをとりながら実施 

結果に対してどう対応したかでその後の活動に大きく影響する。   

（ダメだった場合、どこがダメだったか原因を探る） 

対策の作成 

見直し 
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